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１ 求人広告掲載料の詐欺が増加しています。 

最近多い相談として、無料を謳って求人広告への掲載を申入

れ、無料期間終了時に自動更新が行われて、多額の広告料が

請求されるという事案があります。 

広告掲載を申し入れる業者は、電話で何度も「無料」ということを前面に

押し出して契約をすることを求めてきます。場合によっては、「無料期間終

了後に解約ができる。」「自動更新前にこちらから連絡します。」と言ってく

る業者もいます。 

しかし、実態として、無料期間満了後に当然のように自動更新がされます。しかも契約にあたっ

ては、自動更新について契約書には記載がきちんとあるものの、説明を一切していないケースが

ほとんどです。 

 

２ 簡単に契約書にサインしない！ 

 いくら騙されたと言っても、契約書には自動更新の定めがある以上、そ

の定めがある契約書にサインしてしまえば、自動更新があることを前提と

して契約が成立したと客観的には評価できます。 

      そのため、自動更新の条項がある場合にはそもそも契約書にサインして

はいけません。 

      会社は事業者であるため、消費者契約法のような、いわば事業者を守っ

てくれる特別な法律はないのです。 

３ 実際に請求されてしまったら 

実際に金銭請求がされた場合には、詐欺や錯誤を理由に契約の取消しを主張することになりま

す。しかし、契約前のやり取りを電話でしていたなどの理由でやり取りが残っておらず、立証が困

難なケースが多いです。また仮に取消しが認められるような事案でも、請求額の一部の支払いに

よる示談を求めてくるケースもあり、簡単に請求を否定できるというわけにはいきません。  

また万が一契約が有効に成立していたと判断された場合に備えて、解約の意思表示をしておく

べきです。意思表示は到達することで効力を有するため、内容証明郵便を利用するなどして、解

約の意思表示の存在を争われないようにすべきです。 

「無料」という言葉に騙されない！ 広告詐欺が増えています！ 
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